
ふ れ あ い 農 園 入 園 利 用 条 件  
 

                     東平市民農園管理組合   

１．入園期間  

   利用 できる 期 間 は、令 和 ７年４月１日から令和８年３月３１日までと

し、期間 の終了 と 同 時にそ の資格を失うものとします。期間途中からの

利用者に ついて も 同 様とし ます。  

２．入園料  

   入園 料は申 込 み の際に 納 入してください。なお、既納の入園料は原則

として、 お返し で き ません 。途中の入園中止についても同様とします。  

３．申込み  

   ほ場 の利用 者 は 、申込 書 を提出し、農園主によって指定されたほ場を

入園利用 するも の と します 。利用者側からのほ場指定はできません。  

４．入園ほ場  

   ほ場 は原則 と し て一家 族 一区画ですが、空きがある場合は複数区画利

用できま す。ほ 場 により 土 壌条件が異なる場合もありますが、指定区画

の変更等 は原則 と し て認め ません。園主及び管理組合は、それによる責

任を負い ません 。  

５．入園者管理  

   利用 者は、 決 め られた 区 画やその周りの除草等を行い、常に環境整備

をしてく ださい 。 ま た、入 園を中止または退園する時は、ほ場を整理し

てくださ い。整 理 で きない 場合は組合より実費相当を請求させていただ

きます。  

６．禁止行為  

   次の ような 場 合 は、入 園 利用を取り消されることがありますのでご注

意くださ い。  

   (１ )草花 、 野 菜の栽培 以 外に利用すること。  

（ 果樹 など の 永年 作 物 の 栽培は 禁止。 ）  

   (２ )決め ら れ た区画を 長 期間放置し、農作業に従事しないとき。  

   (３ )申込 者 と 家族以外 に 利用させること。  

   (４ )他人 に 迷 惑になる よ うな行為をすること。  

   (５ )営利 目 的 に利用す る こと。  

   (６ )耕 作 区 画 か ら 生 じる 不要な 作物 や資材 等は、 各自 責任を もって  

処 分 す る こ と 。（た だし 、野焼 きは埼 玉県 条例に おいて 禁止 され

て い ま す の で 、 行わ ない でくだ さい。 ）  

(７ )園主 の指示 に 違反す ること。  

   ※ 除 草 剤 な ど の 農 薬の使 用はお 控え くださ い。  

７．入園時間  

   入園 できる 時 間 は、日 の 出から日没までとします。  

８．入園者間の ト ラブル  

   入園 利用中 、 農 薬等の 使 用その他作業によって、他区画との間でトラ

ブルが発 生した 場 合 も園主 及び管理組合はその責任を負いません。  

 

       ※問合 せ先  東松山市役所  農政課  電話：２１－１４００  


